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労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等の施行について 

 

 

平素は本会の活動に対しまして、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げま

す。 

 さて、労働安全衛生法施行令の一部を改正する政令等が令和４年２月２４日

に公布され、職長等に対する安全衛生教育の対象となる業種の拡大等改正が行

われ、令和５年４月１日（一部は令和６年４月１日）から施行されることとな

った旨、厚生労働省より周知の依頼がありました。 

 つきましては、貴会会員企業の皆様に周知くださいますよう、よろしくお願

い申し上げます。 

 

以上 

 

（担当：労働部 吉田） 


